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70 歳までの就業機会を確保する企業は約３

割～厚生労働省「令和５年高年齢者雇用

状況等報告」より 

 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で

は、65 歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるよ

う企業に義務付けているほか、70 歳までの就業機

会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の

引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による

措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、

「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇

用以外の措置のいずれかの措置（高年齢者就業確

保措置）を講じるように努めることを企業に義務付け

ています。 

 厚生労働省は、今年６月の時点で高齢者の雇用

状況について従業員 21 人以上の全国の企業 23

万社あまりを対象に調査し、その結果を公表しまし

た。主なポイントは次のとおりです。 

◆65 歳までの高年齢者雇用確保措置の実施 

状況 

・65 歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済み

の企業は 99.9％［変動なし］ 

・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、

「継続雇用制度の導入」により実施している企業

が 69.2％［1.4 ポイント減］、「定年の引上げ」によ

り実施している企業は 26.9％［1.4 ポイント増］ 

◆70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施 

状況 

・70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み

の企業は 29.7％［1.8 ポイント増］ 

・中小企業では 30.3％［1.8 ポイント増加］、大企業

では 22.8％［2.4 ポイント増］ 

 厚生労働省は「人手不足が深刻な中小企業のほ

うが比較的、制度の導入に積極的な傾向が見てと

れる。法律の施行以降、就業機会を確保する企業

は増加していて、引き続き制度の導入や環境整備

を働きかけていきたい」としています。 

◆企業における定年制の状況 

・65 歳以上定年企業（定年制の廃止企業を含む）

は 30.8％［1.4 ポイント増］ 

◆66 歳以上まで働ける制度のある企業の状況 

・66 歳以上まで働ける制度のある企業は 43.3％

［2.6 ポイント増］ 

・70 歳以上まで働ける制度のある企業は 41.6％

［2.5 ポイント増］ 

 

改正施行目前！４月以降の労働者募集に

関する注意点 

 

◆募集時等に明示すべき 

労働条件が追加されます 

 令和６年４月より、労働契約の締結時や有期労

働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就

業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改

正が施行されます。既に、この改正に対応した労働

条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホーム

ページで示されています。 

 この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込

みの際に明示しなければならない労働条件としても

追加されますので、注意が必要です。 

 

◆追加される明示事項は？ 
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 具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」の

ものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することと

なります。「業務の変更の範囲」についても同様です。 

さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労

働契約を更新する場合の基準に関する事項」（通

算契約期間または更新回数の上限を含む）も明示

しなければなりません。 

◆「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい？ 

 特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営

業所や部署が新設される可能性などを考慮するとき

りがありませんが、厚生労働省のＱ＆Ａでは「募集等

の時点で具体的に想定されていないものを含める必

要はありません」とされています。 

◆スペースに書ききれない場合はどうする？ 

 求人広告などの限られたスペース内に書き入れな

い場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとし

ておき、一部を別途のタイミングで明示することも可

能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初

に接触する時点までに、すべての労働条件を明示す

る必要があります。 

 

４月より労災保険率の改定が予定されていま

す！ 

 

 厚生労働省は令和６年４月１日の施行に向け、

速やかに省令の改正作業を進めるとしています。 

◆労災保険率を業種平均で 0.1/1000 引下げへ 

労災保険率の業種平均は現在 4.5/1000 ですが、

業種平均で 0.1/1000 引き下げられる予定です

（4.4/1000 へ）。 

・引下げ→「林業、定置網漁業又は海面魚類養殖

業」「採石業」「めつき業」「金属材料品製造業」

などの 17 業種 

・引上げ→「パルプ又は紙製造業」「電気機械器具

製造業」「ビルメンテナンス業」の３業種 

・変化なし→34 業種 

◆一人親方などの特別加入に係る第２種特別加

入保険料率を改定へ 

全 25区分中、５区分で引下げとなる予定です。 

・引下げ→「個人タクシー、個人貨物運送業者、原

動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物

の運送の事業」「建設業の一人親方」「医薬品の

配置販売業者」「金属等の加工、洋食器加工

作業」「履物等の加工の作業」の５区分 

・引上げ→なし 

◆請負による建設の事業に係る労務費率（請負金

額に対する賃金総額の割合）を改定へ 

「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」

の労務費率を引き下げる予定です。 

 

2 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

1日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 

13日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

16日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで

＞［税務署］※なお、還付申告については２月

１５日以前でも受付可能。 

29日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働

基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞

［郵便局または銀行］※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 


